
第4号様式(第10条関係) 

会 議 録 (要 旨)  

会 議 名 
武蔵村山市子ども・子育て会議委員の委嘱 

及び平成25年度第1回武蔵村山市子ども・子育て会議 

開 催 日 時 平成25年9月19日(木) 午前10時～午前11時45分 

開 催 場 所 武蔵村山市役所３０１会議室 

出 席 者 及 び

欠 席 者 

出席者：佐々委員（会長）、布田委員（副会長）、志茂委員、乙幡委

員、大友委員、染谷委員、田江委員、小幡委員、増田委員、

篠崎委員、齋藤委員、安彦委員 

欠席者：なし 

事務局：小峯健康福祉部長、高野子育て支援課長、横堀保育グループ

主査、鈴木保育グループ主任 

議 題 

（１）会長及び副会長の選出について 

（２）子ども・子育て会議の公開に関する運営要領の制定について 

（３）子ども・子育て会議の所掌事務等について 

① 子ども・子育て会議の所掌事務について 

② 新しい子ども・子育て支援制度の概要について 

③ 子ども・子育て支援行動計画策定までのスケジュールについて 

（４）「次世代育成支援行動計画（後期）」の進捗状況について 

結 論 

(決定した方針、残

された問題点、保留

事項等を記載す

る。) 

議題１について 

 会長に佐々委員、副会長に布田委員が選出された。 

議題２について 

 事務局から説明。 

議題３について 

 事務局から説明。事務局からスケジュール案提示。次回の開催を10

月21日(月)に設定。スケジュール案に沿って会議を開催していくこ

とを了承。 

議題４について 

 事務局から説明。事業量や事業の確保を決定するためには、各子育

て支援サービスの時間枠の詳細が必要。次回、事務局より資料を提

示。 

審 議 経 過 

(主な意見等を原則

として発言順に記

載し、同一内容は一

つにまとめる。) 

 

１ 開会 

 

２ 配布資料の確認 

 

３ 市長あいさつ 

 

４ 委員の紹介 

 

５ 議題 

（１）会長及び副会長の選出について 

○会長に佐々委員、副会長に布田委員が選出された。 

○会長、副会長あいさつ。 

○事務局から諮問の趣旨について説明があった。 

 

【質疑応答】特になし 

 

（２）子ども・子育て会議の公開に関する運営要領の制定について 

  ○事務局より、武蔵村山市子ども・子育て会議の会議の公開に関

する運営要領（案）、武蔵村山市附属機関等の会議及び会議録



の公開に関する指針について説明があった。 

 

【質疑応答】特になし 

 

（３）子ども・子育て会議の所掌事務等について 

①子ども・子育て会議の所掌事務について 

○事務局より、子ども・子育て会議の所掌事務等について説明が

あった。 

 

【質疑応答】特になし 

 

②新しい子ども・子育て支援制度の概要について 

○事務局より、子ども・子育て支援制度の概要について説明が

あった。 

 

【質疑応答】特になし 

 

  ③子ども・子育て支援行動計画策定までのスケジュールについて 

  ○事務局より、子ども・子育て支援行動計画策定までのスケ

ジュール案について提示があった。 

 

【質疑応答】特になし 

 

（４）「次世代育成支援行動計画（後期）」の進捗状況について 

  ○事務局より、「次世代育成支援行動計画（後期）」の進捗状況

について説明があった。 

 

【質疑応答】 

（委員） 今後の事業量や事業の確保に関係してくることだが、延長

保育を含めて保育所の開所時間は何時から何時までか。夜間

保育の時間枠は何時から何時までか。またトワイライトステ

イは何時から何時までか。家庭的保育事業は今１か所だけと

いうことだが、１か所に３名までの定員ということか。 

 

（事務局）平成25年度の各保育所の開所時間は、朝６時半から開所し

ている保育所が１か所ある。延長保育を行っている保育所は

10ヶ所ある。長いところで２時間、短いところで30分の延長

保育を行っており、最終は20時までになっている。時間やそ

の他についての詳細は、次回の会議時に資料を示す。 

 

（委員）保育所の開所時間の時間枠は、事業量の確保や量の拡大に関

係してくるので、次回に詳細を示して頂きたい。 

 

３ その他 

（１） ニーズ調査の実施概要（予定）及び調査票（案）について 

○事務局より、ニーズ調査の実施概要（予定）及び調査票（案）

について説明があった。次回はニーズ調査の内容について審議

予定。 

 

（２） 次回以降の会議の開催日程 

  ○事務局より、次回以降の会議の開催日程について説明があっ

た。次回の会議は10月21日（月）を予定。 

 



（３）その他 

  ○事務局より、広報や議事録公開についての説明があった。 

 

【質疑応答】 

（委員）調査票の都に報告しなければならない設問部分は削除できな

いということだが、わかりにくい言葉や専門用語等は誰にでも

理解できるような表現に変更することは可能か。 

 

（事務局）表現や言い回しの変更や説明事項を加える等の対応は可

能。 

 

（佐々委員）今回子育て支援会議で取り組むことの大枠についてご了

解頂いたと思う。それぞれ自分に関係する部分については理解

しているが、総合的に子ども（０歳～９歳）子育て支援という

ことを審議するためには、各委員が配付された資料を読み込ん

で勉強し、疑問点や専門用語を洗い出し事務局とのやりとりの

中で理解していく必要がある。そうしてよりよい子ども・子育

て支援事業計画を作り上げていきたい。 

 

４ 閉会 

 

 

会議の公開・非

公 開 の 別 

☑公 開              傍聴者：  ０  人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

 

 

 

会議録の開示・非

開 示 の 別 

☑開 示 

□一部開示(根拠法令等：                ) 

□非 開 示(根拠法令等：                ) 

 

庶 務 担 当 課 健康福祉部 子育て支援課 (内線：１８２ ) 

(日本工業規格A列4番)  


